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(57)【要約】
【課題】ユーザの利便性を向上させることが可能なガイ
ドマップ及び案内支援システムを提供する。
【解決手段】ガイドマップ上の各拠点における店舗、施
設、観光或いはサービスに関するＷｅｂページ情報にア
クセスするためのリンク情報がコード化されたカラーコ
ード５０が所定の位置に配置されたガイドマップ４０で
あって、携帯端末３０によりカラーコード５０を読み込
ませたときに、その読み込ませたリンク情報に対応付け
られたＷｅｂページ情報をサーバから読み出し、Ｗｅｂ
ページ情報を携帯端末３０に表示することを特徴とする
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｗｅｂページ情報にアクセスするためのリンク情報がコード化されたカラーコードが所
定の位置に配置されたガイドマップであって、
　端末装置に前記カラーコードを読み込ませたときに、前記リンク情報に対応するＷｅｂ
ページ情報が携帯端末に表示されることを特徴とするガイドマップ。
【請求項２】
　前記カラーコードは、複数色からなる２次元コードであって、カラーコードが配置され
るガイドマップ上の位置に対応する場所に実在するものを連想させる図案が表示されてい
ることを特徴とする請求項１に記載のガイドマップ。
【請求項３】
　前記カラーコードは、
　前記カラーコードの元となるオリジナルのイメージデザインを作成する工程と、
　前記イメージデザイン上にエレメントを配置して補正デザインを作成する工程であって
、前記補正デザインを前記端末装置に読み込ませたときに、ｍ×ｎの格子状に配列された
複数のセルのそれぞれが所定の色に割り当てられた参照用カラーコードを前記端末装置に
読み込ませたときと同じ出力が得られるように、前記エレメントが配置される工程と、
を有するカラーコード作成方法によって作成されたものであることを特徴とする請求項１
又は２に記載のガイドマップ。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載のガイドマップを利用した案内支援システムであ
って、
　前記案内支援システムは、サーバ装置と端末装置とがネットワークを介して接続され、
　前記端末装置は、
　前記ガイドマップ上に配置されたカラーコードを読み取って、前記サーバ装置に送信す
る読取手段と、
　前記端末装置の現在の位置情報を取得して、前記サーバ装置に送信する端末通信手段と
、
　前記サーバ装置から受信した、現在の位置から目的地までの経路情報を表示する表示手
段と、
を備え、
　前記サーバ装置は、
　前記端末装置が読み取ったカラーコードに対応する目的地を検索し、前記検索された目
的地及び前記端末装置から受信した現在の位置情報に基づいて、現在の位置から前記目的
地までの経路情報を作成し、作成した前記経路情報を、前記端末装置に送信する処理手段
を備える
ことを特徴とする案内支援システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ガイドマップ及び案内支援システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、インターネット上で提供するサービスが急速に普及している。ユーザは例えば携
帯端末を用いて種々のサービスを享受できるようになってきている。
【０００３】
　この種のサービスの一つとして、携帯端末に出発地から目的地までの経路を表示する地
図情報提供システムが一般的に知られている。
【０００４】
　例えば下記特許文献１には、以下のような地図情報提供システムが記載されている。す
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なわち、ユーザからの出発地及び目的地の入力により経路探索を行い、出発地から目的地
までの経路データを生成し、当該経路データに基づいた地図情報をユーザに提示する地図
情報処理システムが下記特許文献１に記載されている。このように、ユーザが出発地及び
目的地を入力することで、ユーザは、出発地から目的地までの経路を含む地図情報を取得
することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－３３２６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記のような従来技術において、出発地から目的地までの経路探索をする際に、ユーザ
による出発地と目的地の入力が必要であり、ユーザにとって面倒であるという問題があっ
た。経路探索を行う度に、このような入力作業をユーザに要求するのは不便であり、ユー
ザの利便性を向上させる必要があった。
【０００７】
　本発明はこのような課題に鑑みてなされたものであり、ユーザの利便性を向上させるこ
とが可能なガイドマップ及び案内支援システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明の所定の実施形態に係るガイドマップは、Ｗｅｂペ
ージ情報にアクセスするためのリンク情報がコード化されたカラーコードが所定の位置に
配置されたガイドマップを含む。ここで、端末装置にカラーコードを読み込ませたときに
、リンク情報に対応するＷｅｂページ情報が携帯端末に表示される。
【０００９】
　また、ガイドマップ上に配置されるカラーコードは、複数色からなる２次元コードであ
って、カラーコードが配置されるガイドマップ上の位置に対応する場所に実在するものを
連想させる図案が表示されているものを含む。
【００１０】
　さらに、ガイドマップ上に配置されるカラーコードは、カラーコードの元となるオリジ
ナルのイメージデザインを作成する工程と、イメージデザイン上にエレメントを配置して
補正デザインを作成する工程であって、補正デザインを端末装置に読み込ませたときに、
ｍ×ｎの格子状に配列された複数のセルのそれぞれが所定の色に割り当てられた参照用カ
ラーコードを端末装置に読み込ませたときと同じ出力が得られるように、エレメントが配
置される工程と、を有するカラーコード作成方法によって作成されたものを含む。
【００１１】
　また、本発明の所定の実施形態に係る案内支援システムは、カラーコードが配置された
ガイドマップを利用したシステムであって、サーバ装置と端末装置とがネットワークを介
して接続されるものを含む。端末装置は、ガイドマップ上に配置されたカラーコードを読
み取って、サーバ装置に送信する読取手段と、端末装置の現在の位置情報を取得して、サ
ーバ装置に送信する端末通信手段と、サーバ装置から受信した、現在の位置から目的地ま
での経路情報を表示する表示手段と、を備える。また、サーバ装置は、端末装置が読み取
ったカラーコードに対応する目的地を検索し、検索された目的地及び端末装置から受信し
た現在の位置情報に基づいて、現在の位置から目的地までの経路情報を作成し、作成した
経路情報を、端末装置に送信する処理手段を備える。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の所定の実施形態によれば、ユーザの利便性を向上させることが可能なガイドマ
ップ及び案内支援システムを提供することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態に係る案内支援システムの概略構成を示す図である。
【図２】本実施形態に係るサーバ装置の概略構成を示す図である。
【図３】本実施形態に係る携帯端末の概略構成を示す図である。
【図４】本実施形態におけるガイドマップの一例を示す図である。
【図５】カラーコードの一例を示す図である。
【図６】ガイドマップ情報を表示するためのフローチャートの一例である。
【図７】カラーコードを携帯端末により読み込ませるときの表示画面の一例である。
【図８】カラーコードを携帯端末により読み込ませた後に表示される画面の一例である。
【図９】カラーコードを携帯端末により読み込ませたときに、携帯端末に表示されるガイ
ドマップの一例である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下添付図面を参照しながら本発明の実施形態について説明する。なお、図面の寸法比
率は、図示の比率に限定されるものではない。また、以下の実施の形態は、本発明を説明
するための例示であり、本発明をその実施の形態のみに限定する趣旨ではない。また更に
、本発明は、その要旨を逸脱しない限り、様々な変形が可能である。
【００１５】
　まず、図１を参照しながら案内支援システム１００について説明する。図１は、本発明
の一実施形態に係る案内支援システム１００の概略構成を示す図である。同図に示すよう
に、案内支援システム１００は、サーバ装置２０と、携帯端末３０とが、ネットワーク１
０を介して相互に通信可能に構成される。
【００１６】
　サーバ装置２０は、ネットワーク１０に接続されたサーバ用コンピュータであり、その
サーバ用コンピュータにおいて所定のサーバ用プログラムが動作することにより、サーバ
機能を実現するものである。
【００１７】
　携帯端末３０は、ネットワーク１０に接続され、サーバ装置２０にアクセス可能な端末
装置である。また、携帯端末３０は、ガイドマップ４０上に表示されたカラーコード５０
を読み取る機能を有する。本実施形態において、携帯端末３０は、好適にはスマートフォ
ンが想定される。そこで、以下においては、理解を容易にするべく、携帯端末３０がスマ
ートフォンである実施の形態を例にとって説明する。しかしながら、本発明において、携
帯端末３０はスマートフォンに限られるものではなく、他にも、タブレットコンピュータ
（タブレット端末）、家庭用ゲーム機器（携帯型ゲーム機を含む）、携帯電話機、その他
のコンピュータ機器を採用してもよいことは言うまでもない。また、携帯端末３０は必ず
しも携帯可能である必要はなく、カラーコード５０を読み取り可能で、サーバ装置２０に
アクセス可能な装置であればよい。
【００１８】
　ガイドマップ４０は、一又は複数のカラーコード５０を配置した地図情報を含む媒体で
ある。媒体としては、カラーコード５０を印刷した地図、ガイドブック、案内図、機関誌
、雑誌、旅のしおり、及び看板などの印刷媒体、地図情報を表示可能なディスプレイやス
クリーンなどの表示媒体、などが含まれる。
【００１９】
　カラーコード５０は、所定の読取装置（コードリーダ）で読み取られたときに、カラー
コード５０ごとにそれぞれ所定のコード値が出力として得られるようにデザインされた、
複数色からなる図を含む。本実施形態では、例えば、雷門や東京タワーといった観光名所
に基づいてデザインされた図が、カラーコード５０として用いられる。ユーザは、携帯端
末３０によりカラーコード５０を読み取り、読み取られたコード値に基づいて、カラーコ
ード５０に予め対応付けられたＵＲＬにアクセスすることができる。



(5) JP 2016-24410 A 2016.2.8

10

20

30

40

50

【００２０】
　なお、本実施形態において、カラーコード５０としては、「カラージップ」（商標）な
いし「スマートアイコン」（商標）に基づく２次元コードを用いることができる。カラー
ジップないしスマートアイコンはもともと、正方形ないし方形のセルをｍ×ｎの格子状に
配列し、各セルには、青、赤、黒または緑の４色うち、いずれかの色が割り当てられるこ
とが想定されている。格子状の配列としては、例えば、５×５、３×６、５×８、６×６
、９×９、その他任意個数の配列を構成することができる。しかし、本発明のカラーコー
ド５０はこれらに限られるものではなく、他の任意のカラー２次元コードに適用すること
が可能である。例えば、カメレオンコードなどのカラー２次元コードを用いることもでき
る。また、カラー２次元コードのサイズも、任意のサイズに適用することができる。
【００２１】
　ネットワーク１０は、例えばインターネット等を含む情報処理に係る通信回線又は通信
網である。ネットワーク１０は、サーバ装置２０と携帯端末３０との間でデータの送受信
が可能なように構成されていれば特に制限されず、有線であるか無線であるかも問わない
。また、ネットワーク１０は、複数種の通信回線や通信網及び種々のネットワーク機器を
含んで構成され得る。例えば、ネットワーク１０は、携帯端末３０に無線接続される基地
局や無線ＬＡＮのアクセスポイント（ＷｉＦｉルータ等）、基地局に接続された移動体通
信網、アクセスポイントからルータやモデムを介して接続された電話回線、ケーブルテレ
ビ回線又は光通信回線などの公衆回線、サーバ装置２０に接続されたインターネット、移
動体通信網や公衆回線とインターネットを接続するゲートウェイ装置を含む。
【００２２】
　次に、サーバ装置２０について更に説明する。図２は、本実施形態に係るサーバ装置２
０を機能的な観点から示す概略構成図である。サーバ装置２０は、少なくともサーバ通信
部２０１、サーバ処理部２０２及びサーバ記憶部２０３を備える。
【００２３】
　サーバ通信部２０１は、サーバ装置２０とネットワーク１０との間で通信を行うもので
あり、携帯端末３０等から受信したデータを、サーバ処理部２０２に供給するとともに、
サーバ処理部２０２から供給されたデータを、携帯端末３０等へ送信する機能を有する。
【００２４】
　サーバ処理部２０２は、例えばＣＰＵやＭＰＵといったプロセッサ及びその周辺回路を
備え、サーバ装置２０の全体的な動作を統括制御するものである。サーバ処理部２０２は
、メモリ等に記憶されているプログラムに従って、サーバ記憶部２０３に記憶されている
ガイドマップ情報データベース２０４と協働しながら後述する経路情報の探索等を実行す
る処理装置を備えている。
【００２５】
　サーバ記憶部２０３は、各種プログラムや各種データを記憶するためのものである。サ
ーバ記憶部２０３は、カラーコード５０のコード値と、ＵＲＬ情報とを対応付けて記憶す
るための対応表２０４を備えている。好適には、対応表２０４において、カラーコード５
０のコード値と対応付けて記憶されるＵＲＬ情報は、地図情報提供ウェブサイトにおいて
地図上の所定の場所を指し示すＵＲＬである。例えば、雷門がデザインされたカラーコー
ド５０Ａのコード値に対して、地図上で雷門が位置する場所を指し示すＵＲＬ情報が対応
付けられて、対応表２０４に記憶される。また、東京タワーがデザインされたカラーコー
ド５０Ｂのコード値に対して、地図上で東京タワーが位置する場所を指し示すＵＲＬ情報
が対応付けられて、対応表２０４に記憶される。なお、対応表２０４に記憶されるＵＲＬ
情報としては、地図上の場所以外にも、例えば、カラーコード５０によってデザインされ
ているランドマークなどのホームページのＵＲＬなど、任意のＵＲＬを対応付けることが
可能である。従来は、ＵＲＬ情報自体をカラーコード５０に埋め込んでいたため、あるコ
ード値が所定のＵＲＬ情報を表すものとして固定されていたが、このような対応表２０４
を利用することによって、任意のコード値に対して所望のＵＲＬ情報を対応づけることが
できるようになる。
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【００２６】
　なお、対応表２０４において、１つのカラーコード５０のコード値に対して、複数のＵ
ＲＬ情報を対応付けて記憶させることも可能である。例えば、雷門がデザインされたカラ
ーコード５０Ａのコード値に対して、地図情報提供サイトにおける雷門のＵＲＬだけでな
く、雷門の周辺の観光情報のＵＲＬやお勧めのレストランのＵＲＬなど、複数のＵＲＬ情
報を対応付けてもよい。この場合、ユーザの携帯端末３０には、雷門がデザインされたカ
ラーコード５０Ａを読み込んだとき、現在位置から雷門（目的地）までの経路案内情報に
加えて、周辺の観光情報やレストランの情報等の付加的な情報も含めて、携帯端末３０に
提供されるため、さらに利便性が高まることが期待できる。
【００２７】
　続いて図３を参照しながら携帯端末３０の概略構成について説明する。携帯端末３０は
、上述の如く、例えばスマートフォンであり、図３に示すように、端末通信部３０１、端
末記憶部３０２、端末処理部３０３、表示部３０４、読取部３０５及び操作部３０６を備
えている。
【００２８】
　端末通信部３０１は、所定の周波数帯を感受帯域とするアンテナを含む通信インターフ
ェース回路を備え、携帯端末３０を、無線通信ネットワークを介してネットワーク１０に
接続する。そして、端末通信部３０１は、端末処理部３０３から供給されたデータをサー
バ装置２０に送信するとともに、サーバ装置２０から受信したデータを端末処理部３０３
に供給する。
【００２９】
　なお、端末通信部３０１にはＧＰＳ（Global Positioning System）受信機（図示省略
）が搭載され、ＧＰＳ受信機が受信したＧＰＳ信号により、ユーザは現在の位置情報を取
得することができる。取得した現在の位置情報は、端末通信部３０１を介してサーバ装置
２０に送信される。サーバ装置２０に送信された現在の位置情報は、現在位置から目的地
までの経路を探索する際に利用される。
【００３０】
　端末記憶部３０２は、例えば、フラッシュメモリ、磁気ディスク装置、又は光ディスク
装置のうちの少なくとも何れか１つを備え、端末処理部３０３での処理に用いられる所定
のプログラム、データ等を記憶する。なお、端末記憶部３０２は、所定の処理に係る一時
的なデータを一時的に記憶してもよい。
【００３１】
　端末処理部３０３は、ＣＰＵやＭＰＵといった一又は複数個のプロセッサ及びその周辺
回路を備え、携帯端末３０の全体的の動作を統括制御するものである。端末処理部３０３
は、例えば、上述したサーバ装置２０のサーバ処理部２０２と同等の構成のものを例示す
ることができる。また、端末処理部３０３は、携帯端末３０の各種処理が、端末記憶部３
０２に記憶されているプログラムに沿って、且つ、操作部３０６の操作等に応じて適切な
手順で実行されるように、端末通信部３０１、表示部３０４等の動作を制御する。
【００３２】
　表示部３０４は、端末処理部３０３から供給された映像データに応じた映像、画像デー
タに応じた画像等を表示するものであり、後述する携帯端末３０の画面の主要部を構成す
る。かかる表示部３０４としては、テキスト、映像、画像等の表示が可能であればどのよ
うなデバイスでもよく、例えば、液晶ディスプレイ、有機ＥＬ（Electro－Luminescence
）ディスプレイ等が挙げられる。
【００３３】
　読取部３０５は、カラーコード５０を撮像可能なカメラ（例えばＣＣＤカメラ等）を備
えると共に、カラーコード５０を読取可能な読取用プログラムを内蔵したコードリーダで
ある。ユーザが読取部３０５をカラーコード５０に向けると、読取部３０５によりカラー
コード５０の画像が取得され、デコード処理が行われる。読取部３０５には、カラーコー
ド５０を読み取ったコード値をサーバ装置２０に送信し、このコード値に対応するＵＲＬ
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情報を受信して表示部３０４に表示するためのプログラム等も格納されている。
　なお、本実施形態では、コード値とＵＲＬ情報とを対応付けて記憶する対応表２０４を
サーバ装置２０が備えるものとしたが、携帯端末３０が対応表２０４を記憶しておき、コ
ード値を読み取ったときに、携帯端末３０側で、対応するＵＲＬ情報を取得するようにし
てもよい。このとき、サーバ装置２０に換えて携帯端末３０が対応表２０４を管理するも
のとしてもよい。また、サーバ装置２０に記憶されている対応表２０４のコピーを定期的
または不定期に携帯端末３０が取得するものとしてもよい。
【００３４】
　また、カラーコードにＵＲＬ情報が埋め込まれている場合には、対応表２０４を利用し
なくてもよい。すなわち、カラーコードが読取部３０５によって読み取られたときに得ら
れるコード値が、それ自体ＵＲＬ情報を表している場合には、対応表２０４を参照するこ
となく、携帯端末３０から直接、当該ＵＲＬ情報に基づいて情報提供サイトにアクセスす
るものとしてもよい。
【００３５】
　操作部３０６としては、例えば、タッチパネル、タッチパッド等が用いられるが、ユー
ザが文字、数字等を入力することができるものであれば、どのようなデバイスを用いても
良い。
【００３６】
　ユーザにより操作部３０６が操作されると、操作部３０６は、その操作に対応する信号
を発生し、その信号を端末処理部３０３に供給する。携帯端末３０は、ユーザによる操作
信号を、上記の端末通信部３０１を介してサーバ装置２０へ送信することにより、必要な
動作を要求する。
【００３７】
　続いて、本実施形態におけるガイドマップについて説明する。図４は、カラーコード５
０が表示されたガイドマップ４０の一例を示す図である。
【００３８】
　図４に示すように、ガイドマップ４０にカラーコード５０が印刷されている。ここでは
、雷門がデザインされたカラーコード５０Ａと、東京タワーがデザインされた５０Ｂが、
ガイドマップ４０上の所定の場所に印刷されている。上記のとおり、各カラーコード５０
のコード値は、地図上でそのランドマーク等が位置する場所を指し示すＵＲＬ情報と対応
付けられて、対応表２０４に記憶されている。このため、携帯端末３０の読取部３０５に
よりこのカラーコード５０を読み込ませると、カラーコード５０のコード値に対応付けら
れたＵＲＬ情報に基づいて、携帯端末３０が地図情報提供サーバ（不図示）等にアクセス
し、当該地図情報提供サイトの情報を携帯端末３０の表示部３０４に表示させることがで
きる。携帯端末３０の表示部３０４に地図情報提供サイトのウェブページを表示させるフ
ローについては、図６を参照しながら後述する。
【００３９】
　なお、図４に示すガイドマップ４０では、ガイドマップ４０上にカラーコード５０が印
刷されたものが示されているが、ガイドマップ４０上ではなく、ガイドマップ４０の枠外
や他の紙にカラーコード５０が印刷されていても良い。またガイドマップ４０としては、
道路地図の他、観光案内、掲示板等に記載されているガイドマップでもよく、その種類や
大きさ等は問わない。図４に示す例の他、例えば観光案内のパンフレット、観光案内書、
観光施設情報、レストラン・ショッピング情報及び宿泊施設情報等の観光情報が掲載され
たものにおいて、各観光施設の説明の場所にカラーコード５０が印刷されていても良い。
パンフレットは、１つの観光施設についてのパンフレットでもよいし、複数の地域の観光
情報を提供する情報誌でも良い。また、各種パンフレットにカラーコード５０を印刷し、
各種の案内情報をユーザに提供するようにしても良い。なお、本実施形態におけるカラー
コード５０を備えたガイドマップ４０は、例えば既存のガイドマップに接着剤等を用いて
カラーコード５０を取り付けることにより製造しても良く、その製造方法は問わない。
【００４０】
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　続いて、ガイドマップ４０に表示されたカラーコード５０について更に説明する。図５
（Ａ）は、参照用カラーコード６０の一例を示す図である。図５（Ｂ）は、本実施形態に
係るガイドマップ４０に表示されたカラーコード５０の一例を示す図である。図５（Ｃ）
は、カラーコード５０を作成する際の元イラストとなるオリジナルデザイン７０の一例を
示す図である。
【００４１】
　図５（Ａ）に示す参照用カラーコード６０は、５×５個の升目、すなわち５×５個のセ
ルによって構成されるカラーコードであり、それぞれのセルが予め定められた複数種の色
の中から選択された色が付されている。本実施形態では、４色の色（青、赤、黒、緑）の
いずれかの色が、各セルに割り当てられている。図５（Ａ）は、このような規則に従って
生成されたオリジナルの参照用カラーコード６０である。なお、図５（Ａ）では、５×５
個のセルによって構成されるカラーコードが示されているがこれに限定されるものではな
く、任意のｍ×ｎ個のセルによって構成されたカラーコードを用いることができる。
【００４２】
　図５（Ｂ）は、雷門に基づいてデザインされたカラーコード５０を示している。同図に
示すカラーコード５０は、コードリーダで読み取ったときに、図５（Ａ）に記載された参
照用カラーコード６０と同じコード値が出力されるように調整されて作成されたものであ
る。本実施形態において、カラーコード５０は、複数色からなる２次元コードであって、
カラーコード５０が配置されるガイドマップ４０上の位置に対応する場所に実在するもの
を連想させる図案が表示される。例えば、ガイドマップ４０上に表示されるカラーコード
５０としては、ガイドマップ上の各拠点における店舗、施設、観光或いはサービスに関す
る拠点情報の種類を識別可能な、或いは連想させる絵やイラスト等の図案が用いられる。
しかしながら、これらの例に限定されるものではなく、実在しないものを含め、その他の
図案を用いることができる。
【００４３】
　カラーコード５０としては、コンピュータでデザインされたものに限定されず、例えば
カメラで取得した画像（建築物の画像の他、人物、動物、自然物、その他、任意の画像が
含まれる）や直接書置きした絵、イラスト等により構成しても良い。いずれにせよ、カラ
ーコード５０のデザインは、カラーコード５０がデコードされたときに得られる出力値が
、参照用カラーコード６０がデコードされたときに得られる出力値と同一の出力値が得ら
れるように調整されている。
【００４４】
　上述したカラーコード５０のデザインの調整処理の一例について、図５（Ｂ）に示す雷
門のカラーコード５０を作成する場合を例にとって、以下に説明する。
【００４５】
　まず、図５（Ｃ）に示すような、雷門のカラーコード５０を作成する際の元イラストと
なるオリジナルデザイン７０を作成する。
【００４６】
　次に、作成されたオリジナルデザイン７０と、図５（Ａ）に示す参照用カラーコード６
０とが比較され、これらをデコードしたときに同一の出力値を得るために必要とされる補
正の色及び程度が、カラーコード５０を構成するセル毎に判定される。
【００４７】
　そして、オリジナルデザイン７０の調整が必要であると判定されたセルの各々に、判定
された補正の色及び程度に基づいてエレメント５１が配置されて補正デザインが作成され
る。言い換えれば、補正デザインを携帯端末３０によって読み込ませたときに、ｍ×ｎの
格子状に配列された複数のセルのそれぞれが所定の色に割り当てられた参照用カラーコー
ドを携帯端末３０に読み込ませたときと同じ出力が得られるように、エレメント５１が配
置される。
【００４８】
　ここで、エレメント５１とは、イラストやデザインの少なくとも一部を変更又は補正等
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するために用いられ、コードリーダに所定のコード情報として認識させるために用いられ
るオブジェクトを含むものである。また、コード情報として認識されないダミーのエレメ
ントを配置してもよい。図５（Ｂ）に示すカラーコード５０は、図５（Ｃ）に示すオリジ
ナルデザイン７０に、エレメント５１を配置して作成されたものである。このようにして
作成されたカラーコード５０がガイドマップ上に配置される。
【００４９】
　続いて、携帯端末３０の表示部３０４にガイドマップ情報を表示するためのフローにつ
いて説明する。図６は、ガイドマップ情報を表示するためのフローチャートである。
【００５０】
　まず、ユーザが、携帯端末３０に搭載された読取部３０５をガイドマップ４０上に表示
されたカラーコード５０に向けると、読取部３０５によりカラーコード５０の画像が取得
され、カラーコード５０が読み込まれる（Ｓ６０１）。言い換えれば、読取部３０５によ
りカラーコード５０のデコード処理が行われる。
【００５１】
　デコード処理の結果、得られたコード値に基づいて、サーバ装置２０にアクセスする（
Ｓ６０２）。この際、デコード処理の結果得られたコード値がサーバ装置２０に送信され
る。
【００５２】
　次に、サーバ装置２０の対応表２０４において、コード値に対応付けて記憶されたＵＲ
Ｌ情報に基づいて、カラーコード５０にコード化されたコード値に対応するＵＲＬ情報が
、サーバ装置２０によって読み出される（Ｓ６０３）。
【００５３】
　そして、サーバ装置２０は、読み出したＵＲＬ情報を携帯端末３０に送信し（Ｓ６０４
）、携帯端末３０は、受信したＵＲＬ情報に基づいて地図情報提供サイトにアクセスし、
携帯端末３０の表示部３０４にガイドマップ情報を表示する（Ｓ６０５）。
【００５４】
　以上のように、ランドマーク等のイラストがデザインされたカラーコード５０を携帯端
末３０に読み込ませることで、携帯端末３０の表示部３０４に、対応表２０４に保持され
ているＵＲＬ情報に基づくガイドマップ情報を表示させることができる。上述したように
、当該ガイドマップ情報には、例えば現在位置から、カラーコード５０によってデザイン
された目的地となるランドマークまでの経路情報等に関する付加的な情報も表示される。
【００５５】
　図７は、ステップＳ６０１において、カラーコードを携帯端末により読み込ませるとき
の表示画面の一例である。すなわち、ユーザは携帯端末３０にインストールされているカ
ラーコード読み取りアプリを実行して、ガイドマップ４０に印刷されているカラーコード
５０を、携帯端末３０に読み込ませる。
【００５６】
　図８は、ステップＳ６０１において、カラーコードを携帯端末により読み込ませた後に
表示される画面の一例である。カラーコード読み取りアプリを実行すると携帯端末３０に
表示される枠内にカラーコード５０が入ると、コード値がデコードされ、ステップＳ６０
２及びＳ６０３を経て読み出されたＵＲＬ情報が、携帯端末３０の表示部３０４に表示さ
れる。ユーザがＯＫを選択すると、当該ＵＲＬによって示される地図情報提供サイトにア
クセスする。
【００５７】
　図９に、携帯端末３０の表示部３０４にガイドマップが表示された例を示す。この例で
は、特定のランドマークとして、雷門の周辺ガイドマップが表示されている。本実施形態
における携帯端末３０の表示部３０４に表示される情報としては、図９に示したガイドマ
ップに限定されず、以下のような情報も表示される。
【００５８】
　例えば、ガイドマップ情報データベース２０４に、カラーコード５０にコード化された
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読み取ると、リンク情報に対応付けられたＵＲＬが読み出され、携帯端末３０の表示部３
０４に当該ＵＲＬ又は当該ＵＲＬのリンク先Ｗｅｂページが表示される。
【００５９】
　また、ガイドマップ情報データベース２０４に、カラーコード５０にコード化されたリ
ンク情報に対応した観光施設に関する情報が記憶されている場合、携帯端末３０がカラー
コード５０を読み取ると、リンク情報に対応付けられた観光施設に関する情報が読み出さ
れ、携帯端末３０の表示部３０４には、観光施設の情報や、現在位置から観光施設までの
経路を含む経路情報（経路案内情報を含む）が表示される。
【００６０】
　また、ガイドマップ情報データベース２０４に、カラーコード５０にコード化されたリ
ンク情報に対応した旅行用ガイドマップに関する情報が記憶されている場合、携帯端末３
０がカラーコード５０を読み取ると、リンク情報に対応付けられた旅行用ガイドマップに
関する情報が読み出され、携帯端末３０の表示部３０４には少なくとも旅行用ガイドマッ
プが表示される。
【００６１】
　以上、具体例を参照しつつ本発明の実施形態について説明した。しかし、本発明はこれ
らの具体例に限定されるものではない。前述した各具体例が備える各要素およびその配置
、条件などは、例示したものに限定されるわけではなく適宜変更することができる。
【符号の説明】
【００６２】
１０：ネットワーク
２０：サーバ装置
３０：携帯端末
４０：ガイドマップ
５０：カラーコード
１００：案内支援システム
２０１：サーバ通信部
２０２：サーバ処理部
２０３：サーバ記憶部
２０４：対応表
３０１：端末通信部
３０２：端末記憶部
３０３：端末処理部
３０４：表示部
３０５：読取部
３０６：操作部
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